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日本放送協会 理事会議事録 

（２０２２年 ９月２７日開催分） 

２０２２年１０月１４日（金）公表 

 

＜会議の名称＞ 

理事会 

 

＜会議日時＞ 

２０２２年 ９月２７日（火）午前 ８時３０分～ ９時００分 

 

＜出席者＞ 

前田会長、正籬副会長、林専務理事、板野専務理事、 

小池専務理事、伊藤専務理事、児玉理事・技師長、中嶋理事、 

熊埜御堂理事、山内理事、安保理事、山名理事 

大草監査委員 

 

＜場所＞ 

放送センター役員会議室 

 

＜議事＞ 

前田会長が開会を宣言し、議事に入った。 

 

付議事項 

 

１ 審議事項 

（１）経営計画について 

（２）関連団体運営基準の一部改正について 

（３）総務省「周波数再編アクションプラン（令和４年度版）（案）」

に対する意見募集への対応について 

（４）中央放送番組審議会委員の委嘱について 
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２ 報告事項 

（１）地方放送番組審議会委員の委嘱について 

 

３ 審議事項 

（５）第１４０８回経営委員会付議事項について 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）経営計画について 

（経営企画局） 

「ＮＨＫ経営計画（２０２１－２０２３年度）」（以下、「現経営計

画」）については、計画内容実現の見通しが立ったことを踏まえ、２０

２２年９月１３日開催の理事会で、経営計画の修正における新たな柱の

考え方、環境変化の受け止めなどについて説明しました。本日は、その

新たな柱を実現する構造改革の方向性と営業改革の進捗、収支の考え方

を中心に説明します。 

修正経営計画においては、現経営計画で掲げている「スリムで強靱な

新しいＮＨＫ」への変革を目指す方針は堅持し、そのうえで「新しい

“安全・安心”の追求」と「新しい“あまねく”の追求」の２点に注力

したいと考えています。 

まず、「新しい“安全・安心”の追求」としては、「経済安全保障を

見据えた信頼できる情報の確保、情報空間維持への貢献」と「信頼され

かつ魅力あるコンテンツの強化、コンテンツ産業の底上げ、オールＩＰ

時代対応」の２つを掲げています。「経済安全保障を見据えた信頼でき

る情報の確保、情報空間維持への貢献」では、ジャーナリズム人材の育

成にも注力しつつ、取材や編集に裏打ちされた信頼性の高い報道を強化

することや、災害、科学(報道)、軍事、国際といった社会が要請する分

野に、専門のプロジェクト・外部との協力組織を常設し、大幅に強化す

ることなどを示しています。「信頼されかつ魅力あるコンテンツの強

化、コンテンツ産業の底上げ、オールＩＰ時代対応」では、ＮＨＫなら
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ではのクリエイティブでインパクトのあるコンテンツを多面展開するこ

とや、新ＢＳ４Ｋ・新ＢＳ２Ｋを強化すること、信頼できる教育コンテ

ンツを展開すること、公共的コンテンツの創造を支援することなどを示

しています。支出面では、いずれも構造改革として強化費用の投入や単

価増を行いますが、全体としての最終形では、現在のコストを下回るこ

とを想定しています。 

次に、「新しい“あまねく”の追求」としては、「地域、二元体制の

維持」と「レジリエンス、高度なリスクマネジメント、いっそうの生産

性向上」の２つを掲げています。「地域、二元体制の維持」では、一次

取材を全国各地で丁寧に行う取材網の維持・効率化によって、地域コン

テンツ開発・発信を強化すること、地域メディアと連携した、地域課題

解決への取り組みを強化すること、放送ネットワークインフラ維持のた

めに、民放との共同事業等を強化していくことを示しています。「レジ

リエンス、高度なリスクマネジメント、いっそうの生産性向上」では、

生産性を向上させ構造改革への投資を強化すること、首都直下地震やサ

イバー攻撃に対応する資本・ＢＣＰ機能・ＩＴセキュリティ増強などを

進めることを示しています。支出面では、いずれも構造改革費用の積み

増しや剰余金の活用等を想定しています。 

これらの支出面での“柱”とともに、収入面では、訪問によらない営

業活動を進化させていく必要があります。現経営計画の中で、営業活動

については、これまでの“巡回訪問”モデルから“理解促進”への転換

を進めています。放送と営業が連携して「ＮＨＫの価値を理解し支持」

してもらう形で受信料を頂くために、視聴者に納得してもらえるコンテ

ンツによりＮＨＫのブランド価値を高めることが重要になります。意識

改革が非常に重要であり、組織内での意識改革徹底を図ります。これま

での受信料の支払率は８割を維持してきました。しかし、それは理解を

前提にしたものではなく、“巡回”の力によって維持されたものでし

た。“巡回”の削減によりコストパフォーマンスの大幅な改善が見られ

ていますが、一方で新規契約の取次力低下により、“訪問によらない営

業”の開発・拡大が必須となります。それには、単なるリーチではなく

支払いを後押しする、インパクトある面的コンテンツ展開、ブランド浸



 

 4 

透が不可欠になります。“訪問によらない営業”活動を進化させ、放

送・営業連携による価値理解のうえでの支払いを拡充していく考えで

す。 

続いて、収支の考え方について説明します。今回、２０２３年度の収

支のみを変更することとなります。単純に衛星料金を１割値下げした場

合の収入については、２０２３年１０月からの値下げを反映した結果、

事業収入・受信料ともに３００億円程度減収となる見込みです。事業収

支差金のマイナス２００億円は、値下げのために確保した還元原資から

充当することで解消します。値下げのために準備した還元原資は、２０

２３年度から２０２５年度の収支差を解消するために充当します。その

他の「財政安定のための繰越金」については、改正放送法で求められる

民放協力努力義務への対応、リスク対応等に留保することを想定してい

ます。 

今回の修正では、現経営計画期間前の２０２０年予算の規模からする

と、およそ１,０００億円、事業収入が削減する形となります。現経営

計画を完遂し、さらに構造改革を進め、２０２６年度には値下げの恒久

化による収支均衡状態の確立をめざします。 

最後に、２０２３年度に実施を予定している衛星波削減を踏まえたサ

ービスプランについてご説明します。従来のチャンネル管理を脱却し、

ジャンル管理による選択と集中を加速し、地上波、衛星波の双方に展開

します。視聴者からの要望の多い、「新しい“安全・安心”の追求」、

「新しい“あまねく”の追求」という２つの柱の強化は、主に地上波で

行われるサービスです。このため、地上波はコンテンツ強化で還元する

ことを基本とし、衛星波についてはコンテンツ強化を行いつつ、1波削

減の影響が大きいことも踏まえ、料額での還元も行うという考え方を基

本としたいと考えています。 

以上の考え方をもとに、経営計画の修正を行いたいと考えています。

値下げ後の受信料額と収支計画案については、次回以降の理事会で審議

いただきます。 

本件が了承されれば、本日開催の第１４０８回経営委員会に諮りま

す。 
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（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日

開催の第１４０８回経営委員会に諮ります。 

 

（２）関連団体運営基準の一部改正について 

（中嶋理事） 

関連団体運営基準の一部改正について、審議をお願いします。 

第２条〔関連団体の定義〕１項「子会社」には、関連事業持株会社と

その傘下子会社をＮＨＫの子会社として規定することを追加します。さ

らに２項として、関連事業持株会社を「業務の効率的な遂行を確保する

ために必要がある場合に設置するもの」として規定することを追加しま

す。 

第３条〔基本契約の締結〕２項では、「ＮＨＫの直接出資のない関連

団体」について、関連事業持株会社の傘下子会社を除くことを追加しま

す。 

第６条〔関連団体の業務範囲〕５項として、関連事業持株会社の業務

範囲についての規定を追加します。 

第９条〔関連団体の指導・監督〕２項として、関連事業持株会社は傘

下子会社の事業運営に対して、ＮＨＫの指導・監督に基づき、指導・監

督を行うことを追加します。 

第１０条〔関連団体の役員〕1項では、第１４０７回経営委員会で行

われた内部統制関係議決に合わせて、「原則として自らの職員を子会社

にあて、子会社は所要の手続きを経てこれを自らの役員として受け入れ

る」と修正します。さらに、第２項では、ＮＨＫが常勤監査役を就任さ

せる子会社の要件について、「資本金・売上高・役員数・従業員数の規

模やガバナンスなどの観点から、必要と認める子会社」と修正します。 

第１５条〔事前協議等の特例〕１項では、「ＮＨＫの直接出資のない

関連団体」について、関連事業持株会社の傘下子会社を除くことを追加

します。 

第２９条〔子会社の配当方針〕２項１号、２号では、「子会社」につ

いて、関連事業持株会社の傘下子会社を除くことを追加します。また、
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３号として、関連事業持株会社の傘下子会社は、ＮＨＫ及び関連事業持

株会社と協議のうえ、必要な積立等を除き原則として当期純利益の１０

０％を関連事業持株会社に配当することを追加します。 

第３０条〔人材の交流、育成等〕１項３号では、「転籍」から「再就

職」に文言を修正します。 

改正の施行日は、本日、２０２２年９月２７日とします。 

本件が決定されれば、本日開催の第１４０８回経営委員会に報告しま

す。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（３）総務省「周波数再編アクションプラン（令和４年度版）（案）」

に対する意見募集への対応について 

（技術局） 

２０２２年９月１日に総務省から公表された「周波数再編アクション

プラン（令和４年度版）（案）」の意見募集に対し、ＮＨＫから意見書

を提出したいので、審議をお願いします。 

１つ目は、家庭などで使用している無線ＬＡＮの周波数拡張に対する

意見です。６ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮについては、昨年度までの検討で、

放送事業以外の周波数帯を使用することが決まっていますが、今回さら

に放送事業用として使用している周波数帯への拡張に向けて、他の無線

システムとの共用検討を進め、令和５年度中に技術的条件のとりまとめ

を行う、という方針が示されています。６ＧＨｚ帯は、テレビの中継局

にプログラムを伝送するＳＴＬやＴＴＬのほか、災害時のニュース中継

などで利用するＦＰＵなど、全国の多くの無線設備で運用しています。

一方、無線ＬＡＮは一般ユーザーが使用するため、放送事業用周波数へ

影響が出ると、その影響を抑えることが難しくなります。このため、放

送の重要性について言及するとともに、無線ＬＡＮを放送事業用周波数

と共用する場合には、既存のテレビ用中継回線等に影響を与えないよ

う、慎重かつ厳格な技術検討を行うことを求める意見を提出したいと考

えています。 
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２つ目は、５.９ＧＨｚ帯における自動運転システム等で利用される

Ｖ２Ｘの検討推進に対する意見です。５.９ＧＨｚ帯も６ＧＨｚ帯と同

様に、全国のテレビ用中継回線で使用しており、重要な回線として高い

回線信頼度が求められています。昨年度までの検討で、放送事業とＶ２

Ｘとの周波数共用は不可との検討結果になっていることから、今後の具

体検討で５.９ＧＨｚ帯にＶ２Ｘ用通信を導入することとなった場合、

周波数共用ではなく、テレビ用中継回線は他の周波数帯への移行を求め

られる事が想定されます。このため、放送事業用周波数を移行する場合

には、移行期限や費用負担について、関係者間で十分協議したうえで、

既存事業者に不利益とならないような制度整備を行うよう求める意見を

提出したいと考えています。 

３つ目は、衛星放送における２Ｋ放送から４Ｋ放送への円滑な移行に

対する意見です。アクションプランでは、２Ｋ放送の映像符号化方式の

高度化について、技術試験の結果を踏まえて制度整備を行う、という方

針が示されています。現在のＢＳ右旋は、周波数がひっ迫しているた

め、現行の２Ｋ放送に新しい映像符号化技術などを用いることで、衛星

放送の周波数に新たなスペースを作り、新規の４Ｋ放送が参入しやすく

なります。提出する意見では、映像符号化方式を高度化することで周波

数有効利用に資する技術的検討を行うことには賛同する一方で、現行の

２Ｋ放送は多くの方にご覧いただいていることから、新しい放送方式に

移行する場合には、視聴者保護の観点から十分な移行期間を設けるなど

のきめ細かな対策が必要である、また今後の衛星放送全体のロードマッ

プの検討と作成が必要である、との意見を提出したいと考えています。 

４つ目は、その他周波数の再編と電波の利用等に関する取り組みに対

しての意見です。アクションプランでは、６ＧＨｚ帯における無線ＬＡ

Ｎの高出力での野外利用や、８００／９００ＭＨｚ帯の移動通信システ

ムにおける高度１５０ｍ以上での利用、高高度通信プラットフォーム

（ＨＡＰＳ）の６ＧＨｚ以下の周波数帯を利用した移動通信システム等

について、技術的条件や制度整備の検討を進めていく方針が示されてい

ます。これらに対して、既存サービスのユースケース拡大に向けた技術

的条件の検討や新しい無線通信サービスに関する制度整備については、
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他の無線業務に影響が出ないよう関係者間で十分協議することが必要で

ある、との意見を提出したいと考えています。 

今後、総務省は、意見募集の結果を踏まえて策定した「周波数再編ア

クションプラン」を速やかに公表し、具体的な取り組みを実行していく

としています。 

以上の内容が決定されれば、ＮＨＫの意見を総務省に提出します。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（４）中央放送番組審議会委員の委嘱について 

（林専務理事） 

中央放送番組審議会委員の委嘱について、審議をお願いします。 

﨑村夏彦氏（ＯｐｅｎＩＤ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ 理事長）と橋本

麻里氏（公益財団法人永青文庫副館長）に、２０２２年１０月１日付で

新規委嘱したいと思います。 

なお、木村たま代氏（主婦連合会事務局長）と栗原友氏（料理家）は

任期満了により退任されます。 

本件が了承されれば、本日開催の第１４０８回経営委員会に諮りま

す。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日

開催の第１４０８回経営委員会に諮ります。 

 

２ 報告事項 

（１）地方放送番組審議会委員の委嘱について 

（林専務理事） 

地方放送番組審議会委員の委嘱について、報告します。 

近畿地方の生駒京子氏（関西経済同友会代表幹事）と中部地方のリム

リーワ氏（岐阜大学工学部教授）に２０２２年１０月１日付で新規委嘱

します。 

また、中部地方の平本督太郎氏（金沢工業大学ＳＤＧｓ推進センター



 

 9 

所長）と廣田憲吾氏（愛知県農業協同組合中央会常務理事）に同日付で

再委嘱します。 

なお、近畿地方の帯野久美子氏（関西経済同友会常任幹事）は、任期

満了により退任されます。 

 

３ 審議事項 

（５）第１４０８回経営委員会付議事項について 

（経営企画局） 

本日開催の第１４０８回経営委員会の付議事項について、審議をお願

いします。 

付議事項は、議決事項として、「中央放送番組審議会委員の委嘱につ

いて」、報告事項として、「関連団体運営基準の一部改正について」お

よび「地方放送番組審議会委員の委嘱について」、審議事項として、

「経営計画について」です。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

２０２２年１０月１１日 

 

会 長  前 田 晃 伸 


